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～～「自立「自立」」とと「共生」に支えられた活力と安心に満ちた高齢社会を目指し「共生」に支えられた活力と安心に満ちた高齢社会を目指してて～～～「自立」と「共生」に支えられた活力と安心に満ちた高齢社会を目指して～

富士南部、富士川

在宅介護支援センターききょう
           165-2000
在宅介護支援センターかじま
          165-1165

富士北部、吉原西部

 在宅介護支援センター岩本園
           162-8787
 在宅介護支援センターサルビア
           166-0115
 在宅介護支援センターみぎわ園
           155-1811
 みずほ在宅介護支援センター
           154-5402

富士市高齢者
地域包括支援センター

岩松、岩松北、富士駅北、
富士北、今泉、吉原、伝法

神戸、富士見台、原田、吉永、
吉永北、須津、浮島、元吉原

大淵、青葉台、広見、
鷹岡、天間、丘

富士駅南、富士南、
田子浦、富士川、松野

 〒416-8558　
本市場432-1
（フィランセ内）

　　　166-3405

  〒417-0816　
増川新町12-1

      139-1300

〒417-0808　
一色 218-10

    123-0303

富士南部圏域
〒416-0923　横割本町2-17
　　　　165-8839

富士川圏域
〒421-3305　岩淵137-1
（ふじかわ保健センター内）
　　　　181-4820

富士市東部
地域包括支援センター

富士市北部
地域包括支援センター

富士市西部地域包括支援センター
（富士川圏域に支所を置く）

吉原中部、吉原東部

 在宅介護支援センターふじみ台
           123-1234
 鑑石園在宅介護支援センター              
　　　　   152-0085
 オアシス在宅介護支援センター
　　　　　  138-2666
 　　

吉原北部、鷹岡

 ヒューマンライフ富士
       在宅介護支援センター 
　            136-2666
鑑石園在宅介護支援センター
           152-0085
てんま在宅介護支援センター            
　　　　 172-4699

日常生活圏域

高 齢 者
地域支援窓口
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介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
社
会
を
社
会
全
体
で

支
え
て
い
く
仕
組
み
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
平

成
18
年
の
改
正
に
よ
り
、
予
防
重
視
型
シ
ス
テ
ム

に
転
換
す
る
と
と
も
に
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
新
し
い
仕
組
み
が
誕
生
し
ま
し
た
。

今
回
、
平
成
18
年
度
に
策
定
し
た
ふ
じ
パ
ワ
フ

ル
85
計
画
を
見
直
し
、
理
念
を
引
き
継
い
だ
「
ふ

じ
パ
ワ
フ
ル
85
計
画
Ⅱ（
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
）」（
平
成
21
〜
23
年
度
）
を

策
定
し
ま
し
た
。

「
ふ
じ
パ
ワ
フ
ル
85
計
画
Ⅱ
」
は
、
次
の
よ
う
な

点
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
の
生
き
が
い
の
き
っ
か
け
づ
く
り

を
応
援
し
ま
す

就
労
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
活

動
な
ど
、
高
齢
者
が
現
役
で
生
き
生
き
と
活
躍
で

き
る
機
会
を
ふ
や
し
ま
す
。

予
防
意
識
を
さ
ら
に
高
め
ま
す

介
護
予
防
教
室
を
開
催

す
べ
て
の
高
齢
者
を
対
象
に
し
た
介
護
予
防
事

業
に
取
り
組
み
ま
す
。

介
護
予
防
講
演
会
を
開
催

介
護
予
防
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
識
を
普
及

啓
発
し
、
自
主
的
な
取
り
組
み
を
早
期
か
ら
進
め

る
意
識
を
高
め
て
い
き
ま
す
。

各
種
健
康
診
断
を
実
施

疾
病
予
防
に
努
め
、
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
生

活
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。

高
齢
者
の
在
宅
生
活
を
支
援
し
ま
す

草
取
り
な
ど
の
軽
作
業
を
行
う
ス
タ
ッ
フ
の
派

遣
や
、
配
食
サ
ー
ビ
ス
、
紙
お
む
つ
の
支
給
な
ど
、

幅
広
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
在
宅
で
生
活

す
る
高
齢
者
や
介
護
を
行
う
家
族
を
支
援
し
ま
す
。

地
域
の
つ
な
が
り
を
地
域
福
祉
に
生
か
し
ま
す

各
地
区
で
行
わ
れ
る
地
区
福
祉
推
進
会
議
の
活

動
を
充
実
さ
せ
、
民
生
・
児
童
委
員
の
活
動
と
相

互
連
携
を
図
り
、
地
域
福
祉
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
者
と
ふ
れ
あ
う
場
や
福
祉
関
係
の

イ
ベ
ン
ト
や
学
習
会
な
ど
を
開
催
し
、
こ
れ
か
ら

の
地
域
福
祉
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
「
福
祉
の
心
」

を
育
て
ま
す
。

認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
を
支
援
し
ま
す

※
詳
し
く
は
、
広
報
ふ
じ
5
月
5
日
号
で
認
知
症

支
援
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
を
進
め
ま
す

現
在
の
整
備
状
況
を
考
慮
し
て
、
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
や
認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
な
ど
を
整
備
し
て
い
き
ま
す
。
　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢
者
の
住
み

な
れ
た
地
域
で
の
生
活
を
支
え
る
た
め
、
保
健
師
、

社
会
福
祉
士
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
が
専

門
性
を
生
か
し
、
高
齢
者
の
総
合
相
談
・
包
括
的

継
続
的
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
地
域
ケ
ア

の
拠
点
で
す
。

い
つ
ま
で
も
元
気
に
！
介
護
予
防
を
進
め
ま
す

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す

高
齢
者
や
家
族
の
皆
さ
ん
の
生
活
な
ど
幅
広
く

相
談
を
受
け
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
げ
ま
す
。

高
齢
者
の
権
利
を
守
り
ま
す

悪
質
な
訪
問
販
売
な
ど
に
よ
る
消
費
者
被
害
の

防
止
や
高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
対
応
し
ま
す
。

地
域
の
つ
な
が
り
を
強
め
ま
す

地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
支
援
や
地
域
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
行
い
ま
す
。
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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢
者
の

地
域
で
の
相
談
窓
口
と
し
て
各
地
域
に
あ
る

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
「
高
齢
者
地
域

支
援
窓
口
」
事
業
を
委
託
し
て
い
ま
す
。
無

料
で
相
談
も
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

第
4
期
計
画
期
間（
平
成
21
年
度
〜
23
年

度
）
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
見
込
み
、

高
齢
化
の
動
向
な
ど
か
ら
、
平
成
21
年
度
の

第
一
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
人
）
1
人

当
た
り
の
保
険
料
を
月
額
3
8
0
5
円
（
基

準
額
）
と
し
ま
し
た
。

保
険
料
の
段
階
を
10
段
階
に
細
分
化

介
護
保
険
料
は
、
基
準
額
を
も
と
に
、
所

得
に
応
じ
て
段
階
的
に
調
整
さ
れ
て
い
ま
す

（
詳
し
く
は
下
表
「
所
得
段
階
別
介
護
保
険

料
一
覧
」
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
）。

こ
れ
ま
で
は
7
段
階
（
旧
富
士
川
町
は
6

段
階
）
で
し
た
が
、
第
4
期
計
画
期
間
は
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
率
を
設
定
す
る

た
め
、
保
険
料
段
階
を
10
段
階
に
細
分
化
し

ま
し
た
。

   保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
ま
す

平
成
21
年
度
の
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
介
護
保

険
料
の
上
昇
を
抑
え
る
た
め
、
国
の
「
介
護
従
事

者
処
遇
改
善
臨
時
特
例
交
付
金
」
で
積
み
立
て
た

介
護
従
事
者
処
遇
改
善
基
金
を
使
い
ま
す
。
平
成

21
年
度
は
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
上
昇
分
の
全
額
、

平
成
22
年
度
は
半
額
に
充
て
ま
す
の
で
、
保
険
料

額
は
年
度
ご
と
に
改
定
さ
れ
ま
す
。
　
　

さ
ら
に
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
を
使
っ
て
、

毎
年
度
、
保
険
料
の
上
昇
を
抑
制
し
ま
す
。

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第１０段階

第５段階
（基準額）

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が
80万円以下の人
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が
80万円超の人
世帯のだれかに市民税が課税されているが、自分は市民税非課税で
前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人
世帯のだれかに市民税が課税されているが、自分は市民税非課税で
前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超の人

市民税が課税され、前年の合計所得金額が125万円未満の人

市民税が課税され、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人

市民税が課税され、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の人

市民税が課税され、前年の合計所得金額が500万円以上1000万円未満の人

市民税が課税され、前年の合計所得金額が1000万円以上の人

3万4,245円

3万7,897円

4万5,660円

5万  226円

5万7,075円

6万8,490円

7万9,905円

9万1,320円

2万2,830円

3万6,000円

3万9,840円

4万8,000円

5万2,800円

6万        円

7万2,000円

8万4,000円

9万6,000円

2万4,000円

3万7,710円

4万1,732円

 5万   280円

5万5,308円

6万2,850円

7万5,420円

8万7,990円

10万  560円

2万5,140円

所 　 得 　 段 　 階 平成21年度 平成22年度 平成23年度
年　　　額基準額に

対する割合

0.75

0.83

1.00

1.10

1.25

1.50

1.75

2.00

0.50

所得段階別介護保険料一覧（第一号被保険者）

月
額
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準
額
は

月
額
基
準
額
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３３
８８
００
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円円

新
し
い
介
護
保
険

新
し
い
介
護
保
険
料料
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決
ま
り
ま
し
た
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決
ま
り
ま
し
た
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へ

保
険
料
の
支
払
い
方
法
な
ど

　
　
　
　
　

が
変
わ
り
ま
す

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　　

普
通
徴
収
（
個
別
納
付
）

●
納
期
が
6
期
か
ら
8
期
に
ふ
え
ま
す
。

●
納
期
ご
と
に
郵
送
さ
れ
て
い
た
納
入

通
知
書
は
、
1
年
間
分
を
ま
と
め
て

7
月
に
郵
送
し
ま
す
。
内
容
を
確
認

し
て
、
年
度
末
ま
で
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
後
の
納
期
分
の
納
入
通
知
書
を

改
め
て
郵
送
し
ま
す
。

●
口
座
振
替
を
し
て
い
る
人
に
も
、
賦

課
の
根
拠
を
記
載
し
た
納
入
通
知
書

（
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
）を
郵
送

し
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

●
特
別
徴
収
を
継
続
す
る
人
の
4
月
、

6
月
、
8
月
の
介
護
保
険
料
は
、
第

4
期
介
護
保
険
料
を
も
と
に
算
出
さ

れ
ま
す
。

●
第
4
期
の
保
険
料
は
、
10
月
以
降
の

特
別
徴
収
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

（ 3 ）

介護保険料と公費で運営
介護保険制度は、被保険者の皆

さんに納めていただく保険料と公
費で運営しています。

介護保険制度を支えるために、
介護保険料は40歳以上の人全員に
納めていただいています。

介護保険の財源は･･･
介護保険
の
財源

調整交付金調整交付金 55％％調整交付金 5％

国の負担金国の負担金
20％20％
国の負担金
20％

6655歳以上の歳以上の人人のの
保険料保険料
20％20％

65歳以上の人の
保険料
20％

都道府県の都道府県の
負担金負担金
12.5％12.5％

都道府県の
負担金
12.5％

市区町村の負担金市区町村の負担金
12.5％12.5％
市区町村の負担金
12.5％

40～640～644歳の人歳の人
の保険料の保険料
30％30％

40～64歳の人
の保険料
30％
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